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市川市自治会活動促進事業について 

【概 要】 

自治会活動の実績に応じて自治会に ICHICO ポイントを付与することにより、自治会活動

を促進させるものです。 

 

 

 

１ 付与ポイント 

ICHICO ポイント 

 

ICHICO とは・・・地域経済と市民活動の活性化を目指すデジタル地域通貨「ICHICO」は、１

ポイント＝１円として、市内の加盟店で使えるキャッシュレス決済です。 

 

２ 対象団体 

自治(町)会 （要領第 2 条） 

市川市自治会連合協議会に加入している自治(町)会をいう。 
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  ３ 対象活動 

付与の対象となる活動は、次のいずれかの活動で、申請年度内に

実施されるものとなります。 

①防犯パトロール（要領第 2 条） 

②地域清掃活動（要領第 2 条） 

【実施基準】 

（１）原則 5 名以上の自治会員が参加をしていること 

（２）活動の目安は 30 分以上となります 

 

※市の他部署で行っている ICHICO 行政ポイント事業に

申請されている活動および報償金の交付を受けている活

動は対象外となります 

（例：公園緑地課 公園清掃で報償金を受け取っている） 

 

 

４ 付与ポイント数 

 

付与ポイント数は下記のとおりで、市の審査を経たうえ、予算の範囲内で決定します。 

各自治会年間最大 12，000 ポイント 

（1 回の活動/1,000 ポイント） 

 

※１ 自治会単位で自治会名義の ICHICO カードにポイントを付与します 

※２ 対象活動の①、②の合計で 12,000 ポイントまで申請可能です 

※３ 対象活動の①、②を同日時に並行して行っている場合は、1 回の活動とみなし、いずれか一方

の申請としてください 
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５ 交付方法・流れ 

①意向調査 

ICHICO ポイント付与申請の意向を調査するため、年間の活動予定数を回答してください。 

【提出書類】 令和８年度 自治会活動促進事業 意向調査票 

 

【提出期限】 令和８年６月 30 日（火） 

 

【提出方法】下記のいずれかの方法でご提出ください。 

①FAX          047-712-8754 まで 

②メール         npo-shien@city.ichikawa.lg.jp まで 

③Web フォーム   https://logoform.jp/f/Xhxpe 

 

 

 

④窓口へ持込    市川市役所第 1 庁舎３階 NPO・市民活動支援課 
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②活動実施・報告 

活動を終えたら、下記のとおり ICHICO ポイントの付与申請手続きをしてください。 

【提出書類】 ⑴申請書兼実施報告書 

 ⑵別紙 ※任意様式可 

           ≪記載内容≫ 

           ・活動回数・実施日時・活動内容・活動場所 

・活動人数・活動内容がわかるもの（写真・チラシなど） 

 

【提出期限】 令和９年３月 10 日（水） 

 

【提出方法】 下記のいずれかの方法でご提出ください。 

①メール         npo-shien@city.ichikawa.lg.jp まで 

②Web フォーム   https://logoform.jp/f/7AGdb 

 

 

 

③窓口へ持込    市川市役所第 1 庁舎２階 市民活動支援センター 
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③ポイント付与 

提出書類を市で審査の上、内容に問題がなければ、２週間程度で自治(町)名義の ICHICO

会員カードにポイントを付与いたします。 

ICHICO の利用方法については、市公式 HP または下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

【ICHICO 全般に関する問い合わせ】 

市川市 経済観光部 デジタル地域通貨推進課 

電話：047-712-8598 

FAX：047-712-8723 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/pla02/0000421690.html 

 
↓ICHICO 利用可能店舗一覧 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/pla02/0000421690.html


 
 

６ 提出書類の記入例 

 

申請に必要な書類の記入例となります。 

【市で定める様式】 

（１）自治会活動促進事業申請書兼実施報告書（様式第１号） 
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【任意様式】 

（２）別紙（付与対象活動を行ったことを証する書類） 
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※自治会独自で作成したものでも構いません 
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７ Q＆A 

 

Q１．意向調査で申請していなかったが、ポイントは付与されますか。 

A1. 意向調査で申請いただいた自治会を優先してポイントを付与させていただきます。 

 

Q2. 実施報告書は 1 回ごとに申請は可能ですか。 

A2．可能です。 

 

Q3.運動会やお祭りの手伝いは付与対象外ですか。 

A3.手伝いは対象外ですが、イベント（運動会やお祭り等）の後片付けなどは対象となります。 

 

Q4.ICHICO カードを紛失しました。どうすればいいですか。 

A4.再発行いたします。自治振興課（047-334-1128）までご連絡ください。 

 

Q5. 防犯パトロールと地域清掃活動を同日時に並行して行っている場合は、2 回分として２，０００ポイント申請で

きますか。 

A5. 1 回の活動とみなし、いずれか一方の申請としてください。 

 

Q6.活動報告書の活動内容がわかるものの写真は活動回数分必要ですか。 

A6. 必要です。12 回分の申請の場合は 12 枚写真をお願いします。その他計画書やチラシ等活動内容が

わかるものがあれば他のものでも可能です。 

 

Q7. 対象となる活動の締め切りが 2 月末なのはなぜですか。 

A7. ICHICO ポイントの有効期限が 3 月 31 日までのため、余裕をもってポイントをご利用いただけるよう、

2 月としております。なお、次年度も市川市デジタル地域通貨推進事業が継続することが決定した場合

は、当該年度中（3 月 31 日まで）の活動を対象とします。 
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令和８年３月作成 

お問い合わせ・提出先 

 

〒272-８５０１ 

市川市八幡１-１-１ 

市川市役所 NPO・市民活動支援課 

メールアドレス ： npo-shien@city.ichikawa.lg.jp 

電 話 番 号 ： 047-712-8704 
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